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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関す

る事項 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

【現状の分析と必要性】 

本市の中心市街地は、本市の玄関口であるＪＲ茨木駅及び阪急茨木市駅が位置しており、

大阪方面から約 15分、京都方面から約 20分と快適な交通アクセスが魅力であり、市内の移

動についても、両駅から民間バス３社の運行により結節され、本市の多様な都市機能や広域

交通結節点の機能を有し、多核ネットワーク型都市機能の拠点となっている。 

本市では、まちの魅力向上や賑わいに寄与する茨木フェスティバルやまちづくり会社によ

るえきまえマルシェなど大小様々なイベントが開催されている。また、立命館大学をはじ

め、数多くの大学が立地していること、市北部地域の安威川ダム周辺に様々な野外アクティ

ビティを楽しめるダムパークいばきたがオープン（一部整備中）したこと、国内プロサッカ

ーリーグ屈指のチームであるガンバ大阪のホームタウンであり、国際Ａマッチが開催可能な

スタジアム（隣接市であるがＪＲ茨木駅が主なアクセス）に近いこと、中心市街地内には中

央公園や元茨木川緑地、おにクルなどの公共空間が集積していることなど、多くの地域資源

がある。 

これらの地域資源を活かすためにも、今後は、歩いて楽しい中心市街地とするための交通

環境の充実や、広域ネットワークのハブとなる交通結節機能の強化を進めるとともに、アク

セス性の向上とバリアフリー化のさらなる推進、市の玄関口である両駅前の道路空間の活用

などが求められる。 

以上より、目標の達成に必要な事業を公共交通機関の利便性の増進を図るための事業、特

定事業及び措置として基本計画に位置付ける。 

【フォローアップの考え方】 

基本計画に位置づけた事業について、毎年度末に進捗状況を調査し、改善措置及び効果の

実証を行う。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

 

【事業名】道路空間活用事業（再掲） 

【事業実施時期】 令和４年度～令和 11年度 

【実施主体】 ＦＩＣベース株式会社 

【事業内容】 道路の占用の特例を活用し、いばらきスカイパレットにオープンカフェを設置し、まちづく

り会社が定期的にマルシェやイベントを実施する等、駅前広場を市の玄関口としてふさわし

い設えにすることで、市民が訪れたくなり、集まりたくなる商業の場づくりを推進し、賑わ

いの創出を図る。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 目標３ 多様な主体が使いこなせるまちなかの実現 

【目標指標】 公共空間活用件数 

【活性化に資する理

由】 

道路の占用の特例を活用し、日常的にいばらきスカイパレットをマルシェ等のイベント開

催、市民の滞在・活動の場として利用できる設えにすることにより、市民が訪れたくなり、

集まりたくなる駅前空間を実現することで、公共空間活用件数の増加に寄与する。 

【支援措置名】 道路の占用の特例（法第 41条） 

【支援措置実施時期】 令和７年度～令和 11年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】ＪＲ茨木駅西口エスカレーター設置事業 

【事業実施時期】 令和８年度～令和９年度 

【実施主体】 茨木市（市街地新生課） 

【事業内容】 ＪＲ茨木駅西口付近において、駅利用者の利便性向上を図るため、エスカレーターを設置す

る。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 目標１ 歩いて楽しい徒歩圏の実現 

【目標指標】 平日昼間の歩行者通行量 

【活性化に資する理

由】 

ＪＲ茨木駅を介した東西のアクセス性を高めるために、西口近傍にエスカレーターを設置

し、歩行者通行量の増加に寄与する。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業 

【支援措置実施時期】 令和８年度～令和９年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

 

【事業名】市役所前線整備事業（仮称）（再掲） 

【事業実施時期】 令和８年度～令和 10年度 

【実施主体】 茨木市（公園緑地課） 

【事業内容】 市庁舎とおにクルの間に位置する市役所前線を歩行者中心のランドスケープ的な空間として

整備することにより、市庁舎と「おにクル」間の移動の安全性を確保するとともに、芝生広

場に隣接するパーク機能としての価値向上を図る。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 
【目標】 目標１ 歩いて楽しい徒歩圏の実現 

【目標指標】 平日昼間の歩行者通行量 

【活性化に資する理

由】 

歩行者中心のランドスケープ的な空間の整備を行うことで、平日昼間の歩行者通行量の増加

に寄与する。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業 

【支援措置実施時期】 令和８年度～令和 10年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  
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【事業名】阪急茨木市駅西口駅前広場再整備事業（再掲） 

【事業実施時期】 令和９年度～令和 10年度 

【実施主体】 茨木市（市街地新生課） 

【事業内容】 阪急茨木市駅西口の駅前ビル建替事業に合わせて、交通の輻輳や施設の老朽化等の課題解決

を図るとともに、交通や商業などの機能性だけではなく、居心地の良い憩える空間づくりを

行う駅前再整備の具体化に取り組む。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 目標１ 歩いて楽しい徒歩圏の実現 

【目標指標】 平日昼間の歩行者通行量 

【活性化に資する理

由】 

市民生活を支える駅前機能を強化するとともに魅力ある都市空間を創出する。「ひと中心のま

ちなか」の実現に向けて、現在の駅前広場を再整備し、居心地の良い憩える空間づくりを行

うことで、平日昼間の歩行者通行量の増加に寄与する。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業 

【支援措置実施時期】 令和９年度～令和 10年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  
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（4）国の支援がないその他の事業 

 

【事業名】ＪＲ茨木駅西口再整備検討事業（再掲） 

【事業実施時期】 平成 27年度～ 

【実施主体】 茨木市（市街地新生課） 

【事業内容】 ＪＲ茨木駅西口の駅前広場と複合商業施設である駅前ビル及びその周辺地区について、再整

備を検討し、商業の質の更新や新たな魅力と集いの場の創出を図るとともに、ひと中心の歩

いて楽しいまちなかの実現に寄与する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 目標１ 歩いて楽しい徒歩圏の実現 

目標２ 魅力的な都市空間の整備・誘導 

【目標指標】 平日昼間の歩行者通行量 

計画掲載事業を活用した新規出店数 

【活性化に資する理

由】 

ＪＲ茨木駅西口の駅前広場と複合商業施設である駅前ビル及びその周辺地区について交通の

輻輳やバリアフリー化、施設の耐震性の不足や老朽化等の課題解決を図ることで、平日昼間

の歩行者通行量の増加、計画掲載事業を活用した新規出店数の増加に寄与する。 

【支援措置名】  

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】 
 

 

 

【事業名】路上喫煙防止等対策事業（再掲） 

【事業実施時期】 平成 21年度～ 

【実施主体】 茨木市（市民生活相談課） 

【事業内容】 道路、広場等屋外の公共の場所での路上喫煙を防止する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 
 

【目標】 目標１ 歩いて楽しい徒歩圏の実現 

【目標指標】 平日昼間の歩行者通行量 

【活性化に資する理

由】 

路上喫煙の防止について、市、市民及び事業者等の責務を明らかにし、市民等の安全及び健

康的な生活環境を確保することで、平日昼間の歩行者通行量の増加に寄与する。 

【支援措置名】  

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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